
【事例４】相続時精算課税を適用する場合（贈与者１人） 

 　私（乙沢花子）は、祖母（乙沢陽子）から宅地 (自用地、路線価地域）と上場株式 5,000 株の贈与を受けました。

　令和６年１月１日において、祖母は 60 歳以上、孫である私は 18 歳以上ですので、相続時精算課税（注）を選

択して申告します。

（注）制度の概要については、37ページを参照してください。
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○ 新たに相続時精算課税の適用を受ける場合には、「相続時精算課税選択届出書」（20ページ参

照）の提出が必要となります。本事例では、申告書第一表、第二表に添付して提出します。 

記入漏れが

多い箇所で

すので注意

してください。 

「住宅取得等

資金の贈与

を受けた場

合の相続時

精算課税選

択 の 特 例 」

（42ページ参

照）の適用を

受けない場

合には□に

レ印を記 入

する必要は

ありません。 
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問： 私は祖父と母から財産の贈与を受け、それぞれから贈与を受けた財産について相続時精算課税を

選択しようと考えています。その場合、相続時精算課税選択届出書は、祖父と母それぞれに作成しな

ければならないのでしょうか。 

答： 祖父と母それぞれに作成する必要があります。相続時精算課税選択届出書は、贈与をした人ごとに作 

  成しなければなりません。  

Ｑ＆Ａ 相続時精算課税選択届出書は贈与者ごとに作成する必要がありますか。 

令和６年中に特

定贈与者 （１ペー

ジ参照）の孫が特

定贈与者の推定

相続人となった場

合で、 推定相続

人となった時前の

特定贈与者から

の贈与について

相続時精算課税

の適用を受けると

きには、記入は要

しません。

特定贈与者から

の 贈 与 に よ り 取

得した財産の価

額 の 合 計 額 が、

相続時精算課税

に係る基礎控除

額 （ 110 万円） を

超えない場合な

ど、 贈与税の申

告書を提出せず、

相続時精算課税

選択届出書を単

独で提出する場

合には、□にレ印

を記入してくださ

い。

贈与税の申告書

を提出せず、相続

時精算課税選択

届出書を単独で

提出する場合に

は、 マイナンバー

（個人番号） の記

入が必要です。

　「相続時精算課税選択届出書」については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】からダウンロードするこ

とができます。

【掲載場所】　ホーム＞税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙（手続の案内・様式）＞

確定申告等情報＞贈与税＞令和６年分贈与税の申告書等の様式一覧＞25_ 相続時精算課税選択届出書（令和６年分以降用）

 

 
このチェックシートは、令和６年中に贈与を受けた財産に対して相続時精算課税を選択することができるかどう

かについて主なチェック項目を示したものです。この回答欄の左側のみに○がある場合には、原則として相続時

精算課税を選択することができます。 

1 贈与者は、昭和 39 年１月２日以前に生まれた人ですか。 は い いいえ 

     

3 
あなたは、贈与を受けた日現在において贈与者の直系卑属（子や孫など）である
推定相続人又は孫ですか。 

は い いいえ 

 

  

相続時精算課税（42ページの「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」

を含みます。）の適用を新たに受ける場合（38ページの（ﾛ）の（注2）参照）には、相続時精算課税選

択届出書に次の書類（贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。）を添付して提出しなけれ

ばなりません。

 

添 付 書 類 

（注） 受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡している場合の提出書類については、国税庁ホームペー 
ジ【https://www.nta.go.jp】をご覧ください。

 

該当する回答を○で囲んでください。 

令和６年分　相続時精算課税を選択する場合のチェックシート  

相続時精算課税の添付書類 

あなたは、平成 18年１月２日以前に生まれた人ですか。2 は い いいえ

  

（注）1　住宅取得等のための金銭の贈与を受けた人で、その贈与者が昭和 39 年１月３日以後に生まれた人の場

合には、「令和６年分『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例』のチェック

シート」（31ページ又は 33ページ参照）を使用してください。

　　 2　「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」（※）又は「個人の事業用資産についての

贈与税の納税猶予及び免除」（※）の適用を受ける場合は、３の要件を満たさない場合であっても相続時精

算課税の適用を受けることができます。「『非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例』の

チェックシート」（※）又は「『個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除』のチェックシー

ト」（※）を併せて使用してください。

　　　※　これらの特例のあらましやチェックシートについては、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】

　に掲載しています。

受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

⑴　受贈者の氏名、生年月日

⑵　受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること

(注)1　 「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」（国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】

参照）の適用を受ける場合（受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。）は、「⑴

の内容を証する書類」及び「受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１項に規

定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。

　　2　 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」（国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】

参照）の適用を受ける場合（受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。）は、「⑴

の内容を証する書類」及び「受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の７の５第１項に規

定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。

Ｑ＆Ａ 不動産取得税はかかりますか。 

問： 相続時精算課税に係る贈与により取得した不動産の価額が相続時精算課税の特別控除額以下であっ 

ても、不動産取得税（地方税）はかかるのでしょうか。 

答： 贈与により取得した不動産の価額が相続時精算課税の特別控除額以下でも、不動産取得税（地方税） 

はかかります。詳しくは都道府県税事務所にお尋ねください。 
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https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2024/pdf/025.pdf
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